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観音寺税務署での確定申告会場についてのお知らせ

有機肥料の「ハイクリーンかがわ」を使ってみませんか？

▼問い合わせ　税務課　☎ 73–3006 ／観音寺税務署　☎ 25–2191

▼問い合わせ　環境衛生課　☎ 73–3007

みとよくらしのおしらせ
Information' s

観
音
寺
税
務
署
で
の
確
定
申
告
は

２
月
16
日
（
火
）
か
ら
で
す

開
設
期
間

２
月
16
日
（
火
）
～
３
月
15
日
（
月
）

※
土
日
、
祝
日
を
除
く

※
期
間
よ
り
前
は
、
確
定
申
告
会
場
を

設
置
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
作
成
済
み
の
申

告
書
な
ど
の
提
出
は
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時

（
相
談
開
始
は
午
前
９
時
か
ら
）

※
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
、
午
後
４

時
前
で
あ
っ
て
も
受
け
付
け
を
終
了

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

感
染
症
対
策
に
つ
い
て

混
雑
緩
和
の
た
め
、
会
場
へ
の
入
場

に
は
「
入
場
整
理
券
」
が
必
要
で
す
。

整
理
券
は
各
会
場
で
当
日
配
付
ま
た
は

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
事
前
発
行
し
ま
す
。

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の
事
前
発
行
の
方
法
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
入
場
整
理
券
の
配
付
状
況
に
応
じ
て
、

後
日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

税
務
署
に
行
か
な
く
て
も
申
告
書
の

作
成
が
で
き
ま
す

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
る

と
、
自
宅
な
ど
で
申
告
書
を
作
成
し
、

e–

T
a
x
※
送
信
ま
た
は
印
刷
し
て
郵

送
な
ど
で
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
e–

T
a
x
（
国
税
電
子
申
告
・
納

税
シ
ス
テ
ム
）
を
利
用
す
る
場
合
は
、

事
前
準
備
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

ス
マ
ホ
専
用
の
見
や
す
い

画
面
で
申
告
が
で
き
ま
す

給
与
所
得
、
年
金
な
ど
の
雑
所
得
、

満
期
保
険
金
な
ど
の
一
時
所
得
の
み
を

申
告
す
る
人
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
に
ア

ク
セ
ス
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
ス
マ
ホ
専
用
画
面
」
か

ら
申
告
が
で
き
ま
す
。

動
画
で
確
定
申
告
の
方
法
を

視
聴
で
き
ま
す

e–

T
a
x
で
確
定
申
告
す
る
方
法

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使

用
し
た
確
定
申
告
の
方
法

な
ど
を
動
画
で
説
明
し
て

い
ま
す
。

し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥
を
強
制
発
酵
さ
せ
た

完
全
有
機
肥
料
の
「
ハ
イ
ク
リ
ー
ン
か
が
わ
」

を
予
約
販
売
し
て
い
ま
す
。

予
約
先
（
販
売
委
託
先
）

株
式
会
社
エ
ポ
ッ
ク　
☎
72
・
１
９
３
９

受
付
日
時　
月
曜
～
金
曜
（
祝
日
除
く
）

　
　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

引
渡
日
時
　
木
曜
、
土
曜
（
祝
日
除
く
）

　
　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

引
き
渡
し
場
所

販
売
価
格

１
袋
15
㎏
入
り
50
円
（
10
袋
単
位
で
販
売
）

支
払
い
方
法

代
金
は
、
引
き
渡
し
時
に
担
当
者
へ
直
接

お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

	・
車
両
へ
の
積
み
込
み
は
購
入
者
で
お
願
い

し
ま
す
。
車
両
の
積
載
重
量
は
必
ず
守
っ

て
く
だ
さ
い
。

	・
瀬
戸
グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
（
多
度
津
町
）

で
の
直
接
引
き
取
り
を
希
望
す
る
場
合
は
、

環
境
衛
生
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

	・
年
度
末
は
、
注
文
が
大
変
込
み
合
い
ま
す

の
で
、
早
め
の
購
入
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

くらし

くらし

11

49

219

↑
至
高
松

　↑
至
善
通
寺

三
豊
　
　

市
役
所
●

　マルナカ
●高瀬店

●香川県農協
　高瀬支店

ロ
ー
ソ
ン
●

上
高
瀬
店

　

た
か
せ

天
然
温
泉
●
　上高瀬小学校

　●

三豊市
総合体育館

　　●

高
速
道
路

　高
松
道

肥
料
引
き
渡
し
場
所

高
瀬
郵
便
局
●

株式会社エポック倉庫
高瀬町上高瀬３７２７－１

株式会社エポック倉庫
高瀬町上高瀬 3727-1

後期高齢者医療制度からのお知らせ

▼問い合わせ　健康課　☎ 73–3014 ／県後期高齢者医療広域連合事務局　☎ 087–811–1866

健康

高額医療・高額介護合算療養費の支給

葬祭費を支給しています

医療費通知（医療費のお知らせ）を送付します（２月発送）

医療と介護両方の負担が長期にわたって継続的に重複している世帯にとっては、家計の負担は軽く
ありません。このような場合の負担の軽減を図るために設けられたのが、高額医療・高額介護合算療
養費制度です。この制度では、世帯内の同一の医療保険の加入者について、１年間（毎年８月１日～
翌年７月 31日）に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その合計が自己負担限度額（年
額）を超えた場合、申請によって限度額を超えた金額が支給されます。

申請に必要なもの
被保険者証（後期高齢者医療と介護保険の両方）、申請者の印鑑、振込口座の分かるもの（被保険者
本人以外の口座への振り込みは委任状が必要）※年齢到達・転居などにより医療・介護の保険者が変
更となった場合、前保険者の発行した自己負担額証明書が必要となる場合があります。

申請先　健康課、各支所

被保険者が亡くなったときには、葬祭を行った人に葬祭費を支給していますので、早めに支給申請
をしましょう。※葬祭を行った日の翌日から２年を過ぎると時効により支給できませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
・葬祭を行った人の氏名を確認できる書類（会葬礼状、火葬許可証など）
・葬祭を行った人の印鑑
・葬祭を行った人の預金通帳など口座番号と名義の確認ができるもの
※葬祭を行った人以外の申請・受領の場合には委任状が必要です。

申請先　健康課、各支所

医療費通知は、被保険者の皆さんに健康に対する理解を深めてもらい、医療機関の名称や通院（入院）
日数、医療費総額や自己負担相当額などを記載することで、重複受診の抑制など医療保険の健全な運
営を図ることを目的として発送しています。

※自己負担額から限度額を差し引いた額が 501 円以上の場合に限り支給されます。
※対象と見込まれる人には、申請書を２月末頃に発送予定です。

２月発送の医療費通知には、データ処理時期の都合上、令和 2 年 11 月分以降の医療費は記載されませんので、
領収書などでご確認ください。また、保険対象外の診療分、医療機関からの請求遅れなどの理由により一部記載
されない場合があります。
※医療費通知の再発行はできませんので、領収書と一緒に大切に保管してください。

所得区分 対象者 自己負担限度額（年額）
8月1日～翌年7月31日の合計

現
役
並
み

現役Ⅲ 課税所得 690 万円以上の人 212万円
現役Ⅱ 課税所得 380 万円以上 690 万円未満の人 141万円
現役Ⅰ 課税所得 145 万円以上 380 万円未満の人 67万円

一 般 自己負担割合「１割」で、区分Ⅰ、区分Ⅱのいずれにも該当しない人 56万円
区分Ⅱ 同じ世帯の全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない人 31万円

区分Ⅰ 同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員が所得 0 円、または老齢福
祉年金受給者の人（年金の所得は、控除額を 80 万円として計算） 19万円

ご
会
葬
礼
状


